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平成２７年度小田原市介護保険施設等整備事業者再募集要項

小田原市では、平成２７年度から平成２９年度までを計画期間とする「第６期おだわら高齢

者福祉介護計画」の施設整備計画に基づき、介護保険施設等の計画的な整備を促進するため、

施設を設置運営する方を募集します。 

なお、今回の募集は、前回の事業者募集（応募期間：平成２７年５月から６月まで）におい

て、事業候補者が選定されなかった施設種別について再募集するものです。 

１ 募集内容 

項番 施設種別 開設予定日 開設区域 募集数 
応募資格者 

（※１） 

１ 介護老人福祉施設 

H29.4から 

H31.3まで 

（※２） 

市内全域（※３） 100床 社会福祉法人 

２ 
看護小規模多機能

型居宅介護 

H28.7から 

H29.12頃まで
市内全域 １箇所 法人 

※１ 法人を設立予定である場合を含みます。 

※２ 新たに施設を建設する場合は、開設予定日に関わらず、遅くとも平成３０年３月３１日

までに建設工事に着手してください。 

※３ 原則として、市街化区域に整備するものとします。【平成２７年１１月２０日修正】

２ 応募資格 

次のすべての要件を満たすもの。 

(1) 関係法令等を遵守するとともに、関係法令に基づく基準等を満たす計画であること。 

(2) 法人として用地の確保が必要な事業計画の場合、募集する区域内に、用地を確実に確保

することができるもの。 

(3) 過去５年以内に介護保険事業所指定又は許可の取り消しを受けた法人の役員等（法人で

ない場合は、当該事業所の管理者）でないこと。 

(4) 指定する開設予定日中に開設できること。 

(5) 施設建設、設備準備及び事業運営に必要な資力が十分にあり、長期間継続して健全で安

定したサービスの提供ができること。 

(6) 提出書類の受付締切日において、民事再生法等による手続きをしている法人でないこと。 

(7) 小田原市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に関係があ

る者でないこと（選定後であっても、その事実が判明した場合は、事業候補者の選定を

取り消します。）。 

３ 書類提出先及び提出期間 

(1) 提 出 先：小田原市福祉健康部高齢介護課（小田原市役所２階） 

電話 ０４６５－３３－１８７６（直通） 

(2) 提出期間：平成２８年３月１日（火）から平成２８年３月１５日（火）まで 

※閉庁日を除く。 
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(3) 提出時間：午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までの間を除く。） 

(4) 提出方法：必ず事前に電話予約のうえ、提出先へ直接持参してください。 

(5) 提出部数：正本１部、副本１０部（正本をコピーしたもので可） 

(6) そ の 他：上記のほか、介護保険施設等整備計画申出書、計画予定地の公図及び全部事 

項証明書（土地登記簿謄本）、位置図、配置図、平面図、立面図、整備スケ 

ジュール表について、写し各１７部をあわせて提出してください。 

４ 質問事項の受付及び回答 

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

(1) 受付期間：平成２８年２月１１日（木）まで（必着） 

(2) 受付方法：質問票（様式第５号）に記入のうえ、ＦＡＸ、郵送又はＥメールで提出し 

てください。 

郵送先 〒２５０－８５５５ 小田原市荻窪３００番地 

小田原市福祉健康部高齢介護課 

ＦＡＸ ０４６５－３３－１８３８ 

E-mail  korei@city.odawara.kanagawa.jp  

(3) 回答方法：寄せられた質問及び質問に対する回答については、準備ができたものから随

時、小田原市のホームページに掲載します。 

５ 選定方法及びスケジュール予定 

  書類審査及び応募者へのヒアリングにより事業候補者を選定します。 

時期 スケジュール 

３月初旬 

～４月初旬 

市役所関係課への意見照会 

（関係課の担当者が、申出者に直接お話を伺うことがあります。） 

５月中旬 

介護保険関係施設整備調整会議で事業候補者を選定 

※会議でヒアリングを実施しますので、出席してください。 

日時や会場等の詳細は、事前にお知らせします。 

５月下旬 

選定結果を郵送で通知 

※審査の結果、「該当なし」とする場合があります。また、要件を満たさな

い場合は、選考の対象となりません。 

６ 選定の基準 

次の基準により採点を行い、総合的に判断します。 

(1) 施設規模 

ア 定員 

(2) 整備スケジュール 

ア 整備スケジュールの現実性 

(3) 立地 

ア 公共交通機関へのアクセスの良さや市街地及びその周辺での立地 
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イ 施設配置の地域バランス 

(4) 住民意識 

ア 地域住民の賛同 

(5) 設備 

ア 安全性・快適性・介護のしやすさ 

(6) 用地確保等 

ア 用地等の権利関係・取得方法 

(7) 経営安定性 

ア 財務状況や財産調達の見通し 

(8) 人員 

ア 安定した人員確保 

イ 人材育成  

(9) 関係法令の遵守 

ア 介護保険設備基準 

イ 土地利用 

ウ 農用地、農業振興地域 

エ 用途地域 

オ 建築規制、指導 

カ 埋蔵文化財 

キ 災害対策 

ク その他 

(10)防災 

 ア 土砂災害、洪水等の危険性 

(11)その他の検討事項  

ア 介護保険事業の実績 

イ その他 

７ 無効又は失格 

次の事項に該当する場合は、原則として無効又は失格となります。 

(1) 申出書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき。 

(2) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

(3) 申出書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

(4) 虚偽の内容が記載されているもの。 

(5) その他、調整会議で協議の結果、不適当と認められるもの。 

８ 申出に要する経費 

申出に要する経費等についてはすべて申出者の負担とします。 
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９ 提出書類 

(1) 介護保険施設等整備計画申出書（様式第１号） 

(2) 施設整備に関する趣意書（法人としての事業方針や目的等を示すもの） 

(3) 事業計画書（様式第２号） 

(4) 計画予定地の売買予約契約書の写し又は賃貸借予約契約書の写し若しくはそれらに相当

する書類 

(5) 計画予定地の公図及び全部事項証明書（土地登記簿謄本） 

（インターネットで取得した登記情報は不可） 

(6) 位置図、配置図、平面図、立面図、部屋別面積表（すべての部屋） 

車両の出入りがある箇所を配置図に記載してください。 

また、部屋別面積表は、壁芯面積、内法面積ともに記載してください。ただし、居室

内にトイレがある場合は、その面積を除いてください。 

(7) 整備スケジュール表 

(8) 既設の法人にあっては定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本 

(9) 法人代表者（又は予定者）の身分証明書（破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の

通知を受けていないことなどの証明）及び役員（又は予定者）一覧 

（身分証明書については市区町村で発行したもの） 

(10)建築に係る収支計画書 

(11)自己資金の残高証明書（提出日から２箇月以内のもの） 

(12)既設の法人にあっては、平成25年度及び平成26年度における実地指導、監査の実施結果

通知及び改善報告書の写し（件数が多い場合は、電話で御相談ください。） 

(13)借入金償還計画書 

(14)既設の法人にあっては、前事業年度の事業報告書その他業務内容を明らかにする書類 

(15)既設の法人にあっては、直近３会計年分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書、利益

処分に関する書類を含みます。） 

(16)法人代表者（又は予定者）及び施設長予定者（もしくは管理者予定者）の経歴書 

(17)法人代表者の印鑑証明書又は代表予定者個人の印鑑証明書 

(18)近隣住民等に対する事業計画の説明・調整状況一覧表（様式第３号） 

上記の状況について、地図等上に表示したものを添付してください。 

(19)災害対策並びに災害発生時の避難施設及び被災者支援に関する考え方(様式第４号)  

(20)誓約書（様式第５号） 

※ 提出期日までに申出書類すべてを提出してください。

※ その他市長が必要と認める書類を別途提出していただく場合があります。 

※ フラットファイルで、上記の番号に基づきインデックスを付けて提出してください。 

また、背表紙にはシール等で施設種別及び申出者名を記載してください。 

※ 法人の定款や売買予約契約書など、原本の写しを提出する場合は、原本証明を行ってくだ

さい。 

※ 新設法人である等の理由で、該当書類がない場合は、上記番号の該当箇所に「新規法人の

ため該当ありません。」等を記載した用紙を１枚挿入してください。 
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※ 申出書等提出書類に押印する印鑑は、すべて実印（９提出書類(17)の印鑑）を使用してく

ださい。

※ 位置図、配置図、平面図、立面図の提出書類のサイズは、Ａ３サイズに統一してください

（縮尺により図面が見づらい場合は、別途Ａ２サイズ等で提出していただく場合がありま

す。）。それ以外の提出書類については、Ａ４又はＡ３に統一してください。 

10 その他 

(1) 提出書類は、返却しません。 

(2) 応募状況及び選定結果は、小田原市のホームページで公表します。 

(3) 審査の結果、選ばれた者（事業候補者）のうち社会福祉法人は、事業開始後は「社会祉

法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度」にお

ける利用者負担額の軽減を行うものとします。 

(4) 法人を新設する場合にあっては、設立準備会等の会議録があれば、提出してください。 

(5) 計画予定地に施設の整備が可能であること、また、計画予定地が当該施設建設にあたり

支障がないものであることを関係機関に必ず確認したうえで、応募してください。 

(6) 「小田原市地域防災計画」では、「公共施設、災害時要援護者に関わる施設等について

は、できるだけ浸水の危険性の低い場所に立地するように整備するものとし、やむを得

ず浸水のおそれのある場所に立地する場合には、建築物の耐浪化、非常用電源の設置場

所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄など施設の防災拠点化を図る」こと

としています。その趣旨を踏まえた事業計画を御検討ください。 

(7) 提出された書類は、必要に応じて複写し使用します（使用は、市役所内及び調整会議で

の検討に限ります。）。 

(8) 提出された書類中の個人情報等は、本選定以外には使用しません。 

(9) 提出された書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 

(10)書類提出後諸事情により辞退をする場合は、書面（書式任意）により届け出てください。 

(11)整備スケジュール、人員確保の見込み等は無理のないものとしてください。やむを得な

いと認められる特別な理由がある場合を除き、整備スケジュール表より６箇月以上遅れ

ていることが認められる場合又は開設予定年月日から６箇月以上遅れる見込みであると

認められる場合は、事業候補者の選定を取り消します。また、選定された以降であって

も、整備計画に重大な不備等のあることが判明した場合には、当該選定を取り消し、所

要の措置を講じます。 

(12)申出者は、整備等を行おうとする地域において、説明・調整が必要と考えられる地元自

治会や地域住民等に対し、事業計画の説明を十分に行い、また関係機関等と必要な協議

を行ったうえで応募してください。 

(13)地元自治会や地域住民等に事業計画を説明し、又は関係機関等と協議する際には、選定

はこれからであり、すでに決定した事業ではないこと等を十分説明し、誤解を与えない

よう十分注意してください。 

(14)土地所有者、地域住民、その他関係者とのトラブルについて、介護保険関係施設整備調

整会議委員、小田原市及び職員は、いかなる損害賠償請求や求償その他一切の責任を負

いません。申出にあたっては、関係者等への詳細な説明と、正確な意向確認を行ってく

ださい。 
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(15)選定は、介護保険法上の指定を確約するものではありません。 

(16)介護老人福祉施設の事業候補者は、選定後、神奈川県との協議が必要となります。指定・

認可については、県所管部署に確認してください。 

(17)看護小規模多機能型居宅介護の事業候補者は、開設予定日の概ね１箇月半前までに、必

要な書類を揃えて小田原市へ指定の申請を行ってください。指定基準等を満たさない場

合は、指定を受けることはできません。 

(18)事業者の応募がない場合及び事業者が決定しなかった場合は、再度公募を行うことがあ

ります。 

(19)施設整備後は、日頃から地域との交流を深めるとともに、非常災害時に備えて地域との

連携強化に努めることとし、そのための部屋又はスペースを施設内に設けるよう、施設

整備計画の中で御検討ください。 


